
関係機関から相談がつながる際の実態②

○ 公立学校について見ると、主に小中学校においてつながる相談者が増えている。個別ケースのやりとりを
重ねつつ、特に小中学校においてはスクール・ソーシャル・ワーカーがキーパーソンとなっていることがわかる。
○ 子どもの不登校や問題行動、納付する費用の支払い遅れ等により、世帯支援の必要性が認識され、支援
につながっている。
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11.6%
12.7%

7.1%

0.0% 50.0% 100.0%

小学校

中学校

高校

昨年度より増えた学

校がある

増えた学校はない

１．各公立学校から実際に対象者
がつながってきた件数の状況

63.6%

44.4%

62.4%

42.2%

60.7%

29.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

２．１で増加がみられた自治体の状況

個別ケースのやりとりを重ねることで連携が深まった

連携のあり方についての協議を繰り返して連携が深まった

支援調整会議などのネットワーク会議を通じて連携が深まった

当該学校において困窮者法の理解が進み、連携に積極的である

自治体のトップ（首長等）が連携に積極的である

教育委員会が連携に積極的である

スクール・ソーシャル・ワーカーが配置されており、連携しやすい

（委託の場合のみ）生活困窮者自立支援法所管課が学校や
教育委員会との調整に積極的に関わった

その他

４．つながってきた世帯の状況（自治体の回答）

49.5%

48.5%

55.0%
45.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

小学校

中学校

高校

子どもの不登校をきっかけとして
親支援の必要性が認識された世帯

子どもの問題行動をきっかけとして（同上）

子どもの体調不良（栄養状態が悪い等）を
きっかけとして（同上）

学校に納付する費用の支払い遅れ等を
きっかけとして（同上）

保護者から学校に対して
生活困窮の訴えがあった世帯
子ども本人から学校に対して
生活困窮の訴えがあった世帯

その他

３．連携に当たっての学校側のキーパーソン

84.8%65.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ＳＳＷ

学級担任

生徒指導担当、学年主任

教頭、副校長

校長

養護教諭

n=857、都道府県を
除く福祉事務所設
置自治体

n=小学校99、中学校109、
高校61（以下３・４も同じ）

（複数
回答）

（複数回答）（複数回答）


